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登録を受けるかどうかって、どう判断したらいいの? 
売上先からインボイスの交付を求められるか、検討・確認をしてみましょう 
課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが交付するインボイスが必要です  
課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、インボイスが不要です  
消費者、免税事業者である売上先は、インボイスが不要です 

登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう 
登録を受けた場合は、インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要です 
登録を受けない場合は、インボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありません  
なお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が控除できます(経過措置終了後は控除できません) 
必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを相談するなども検討しましょう 
また、逆に、取引先から相談を受ける場合もあり得ます 

◆ 登録を受けるかどうかは事業者の任意です 
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登録を受けた場合と受けなかった場合のデメリット 
免税事業者のままでいると仕事が減る可能性がある 
• 免税事業者との間で取引を行うと、消費税の納税を免除できないため、 
その代わりに仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引を行う事業者が 
増加することが予測される。 

• 消費税分の実質的な値引きを要求されることが考えられる。 
登録を受け課税事業者になると消費税の納税義務が発生する 

登録を受けた場合も受けなかった場合もメリットは基本なし！ 

取引の主体がB2Bの場合は申請期限(令和5年3月31日)までに 
要検討！！
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/
0020006-027.pdf

その他参考資料 
（令和４年９月）　適格請求書等保存方式
（インボイス制度）の手引き 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/
invoice_tebiki.htm 
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買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、 帳簿のほか、 
売手から交付を受けた「適格請求書」 等の保存が必要となります。

令和5年 10 月1日に開始
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた 
 「適格請求書発行事業者」に限られます。
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買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、 帳簿のほか、 
売手から交付を受けた「適格請求書」 等の保存が必要となります。

令和5年 10 月1日に開始
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた 
 「適格請求書発行事業者」に限られます。

売上先が支払った消費税を控除するには、 
あなた(支払先)が「適格請求書発行事業者」 
であることが必要

免税事業者のままでは取引がなくなる可能性あり
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適格請求書発行事業者の登録申請手続
適格請求書発行事業者になる(登録を受ける)には 
• 適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。  
• 登録は課税事業者が受けることができます。 
• 登録を受けなければ適格請求書を交付できません。 
• 登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。 
税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知及び
公表が行われます。 
• 通知される登録番号の構成は、次のとおりです。    

法人番号を有する課税事業者は、T+法人番号    
上記以外の課税事業者(個人事業者及び人格のない社団等)は、T+13 桁の数字 

• 公表事項は、適格請求書発行事業者公表サイトで確認することができます。 
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免税事業者の登録申請手続等（経過措置）
登録を受けるために登録申請手続を行います。  
※ 令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合、 
　「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日 から
課税事業者となることが可能です(経過措置)。
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免税事業者の登録申請手続等
「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに、 
課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申
請手続を行う必要があります。
令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合以外の課税期間について免税事業者が
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、 
登録申請手続を行うだけでなく、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。



消費税
区分記載請求書等の記載方法（現行の方法）
帳簿の記載例  
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称  
②課税仕入れを行った年月日 
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るもの
である旨)  
④課税仕入れに係る支払対価の額 
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①区分記載請求書等発行者の氏名又
は名称 
②課税資産の譲渡等を行った年月日 
③課税資産の譲渡等に係る資産又は
役務の内容(軽減対象資産の譲渡等
である旨) 
④税率ごとに区分して合計した課税
資産の譲渡等の対価の額(税込み) 
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名
又は名称 

区分記載請求書等の記載方法（現行の方法）
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適格請求書の記載方法（令和5年10月以降）

① 適格請求書発行事業者の氏名又は
名称及び登録番号 

② 取引年月日  
③ 取引内容(軽減税率の対象品目で

ある旨)  
④ 税率ごとに区分して合計した対価

の額 (税抜き又は税込み)及び　
適用税率  

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等  
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名

又は名称



参考：不動産所得の留意点 

1. 収入計上時期  
2. 不動産貸付の規模による税金の取り扱いの違い  
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参考：不動産所得の留意点 

収入金額の計上時期の認識の基準は、 
①権利の確定、②取引事実の発生、③金額の確定の3つ  

「前家賃」:実際の家賃の支払いの有無にかかわらず、前月の末日で収入計上 
 (例)令和2年1月分の家賃が前家賃の契約になっている場合は、 
　　令和元年分の収入として計上  

「敷金・保証金」:(原則)預かり金のため収入には計上しない 
 (例外)返還を要しなくなったものについては、 
　　 「返還を要しないことが確定した日」に収入計上  

「礼金や更新料、共益費」⇨ 計上漏れが多いので気をつけましょう! 
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1. 収入計上時期     



参考：不動産所得の留意点 

事業的規模と業務的規模の形式基準  

5棟10室  
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2. 不動産貸付の規模による税金の取り扱いの違い 

戸建て マンション 
アパート 駐車場

５棟 10室 50台

換算基準 2室で1棟 ５台で1室



参考：不動産所得の留意点 
代表的な取り扱いの相違  
(1)資産損失  

事業的規模:その全額を必要経費に算入  
業務的規模:その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を 
                限度として必要経費に算入  

(2)貸倒損失  
事業的規模:回収不能となった年分の必要経費に算入  
業務的規模:収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に 
                対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算を 
                やり直す (更正の請求という特別な手続きが必要)  

(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除  
事業的規模:適用あり  
業務的規模:適用なし 

 (4)青色申告特別控除  
事業的規模:最高65万円の控除を適用可能(条件あり) 
業務的規模:最高10万円
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2. 不動産貸付の規模による税金の取り扱いの違い 
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時 間 説明内容

13:00-13:10 10分 あいさつと本日の講義内容の説明

13:10-14:20 70分 決算整理事項の確認と決算書の作成の仕方

14:20-14:30 10分 休憩 

14:30-15:30 60分
確定申告書作成に係る注意事項の確認

e-Tax及び国税庁ホームページ(確定申告書等作成コーナー)の説明 

15:30-16:00 30分 個別面談による記帳の確認と決算書及び収支内訳書の作成



個別面談について

個別相談：お一人様あたり 6分程度、記帳の確認と個別のご質問に対応。  
個別相談の順番：説明会の受付順で対応。  

個別相談時に、ご質問等ございましたら、事前質問事項を整理していただくと 　
スムーズに対応できると思いますのでご協力お願いいたします。  
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時 間 説明内容

15:30-16:00 30分 個別面談による記帳の確認と決算書及び収支内訳書の作成

本日のパワーポイント資料PDFを12/15(木)~12/18(日)の４日間 
 佐々木健国際税理士事務所HPで公開中  

「佐々木健国際税理士事務所」で検索!!  
弊所HP『お役立ち情報』⇨『2022記帳指導説明会資料』からダウンロード可能


